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【投資者に対する注意事項】  

１．TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを含んでいる場

合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市場

価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、発行者情報によ

り公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。特に、「第一部 第３ ４【事業等のリス

ク】」において公表された情報を慎重に検討する必要があります。 

２．発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下「法」という。）第21条第１項

第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者）をいう。）は、発行者情

報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために

必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当

該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負いま

す。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知

っていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、

かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記賠償責任を負いま

せん。 

３．TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金融商品市場に

適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketにおいては、J-Adviserが重要な役

割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例（以下「特

例」という。）に従って、各上場会社のために行動するJ-Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割に

は、上場適格性要件に関する助言及び指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点につい

て、投資者は、東京証券取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketの諸規則に留意する必要がありま

す。 

４．東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若しくは誤

解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、これらに限ら

れません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。 
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第一部【企業情報】 

第１【本国における法制等の概要】 
 該当事項はありません。 
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第２【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第33期 第34期 第35期 

決算年月 
自2023年１月１日 
至2023年12月31日 

自2024年１月１日 
至2024年12月31日 

自2025年１月１日 
至2025年12月31日 

売上高 （千円） 1,873,553 2,153,383 2,238,696 

経常利益又は経常損失（△） （千円） 47,594 △81,209 55,328 

当期純利益又は当期純損失（△） （千円） 27,200 △63,566 26,533 

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） ― ― ― 

資本金 （千円） 43,000 43,000 43,000 

純資産額 （千円） 198,764 130,897 153,131 

総資産額 （千円） 858,660 841,339 857,607 

１株当たり純資産額 （円） 1,155.61 761.03 890.30 

１株当たり配当額 

（うち、１株当たり中間配当額） 
（円） 

25 

(―) 

25 

(―) 

25 

(―) 

１株当たり当期純利益又は１株当た

り当期純損失（△） 
（円） 158.14 △369.57 154.26 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 
（円） ― ― ― 

自己資本比率 （％） 23.1 15.5 17.9 

自己資本利益率 （％） 14.5 ― 18.7 

株価収益率 （倍） ― ― ― 

配当性向 （％） 15.8 ― 16.2 

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 75,364 △6,565 83,497 

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △11,078 △5,258 △10,829 

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 47,770 △34,300 △34,300 

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） 485,637 439,153 477,880 

従業員数 
（名） 

35 41 36 

〔ほか、平均臨時雇用人員〕 〔23.0〕 〔24.0〕 〔23.0〕 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については掲

載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

４．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を〔 〕外数で記載しております。 

５．第33期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場

であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。また第33期の株価収益率について

は、当社株式は非上場であったため記載しておりません。 

６．第34期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株あたり当期純

損失であるため記載しておりません。また第34期の株価収益率については、当期純損失であるため記載して

おりません。 

７．第35期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は売

買実績がなく期中平均株価が把握できないため記載しておりません。また第35期の株価収益率については、

当社株式は売買実績がないため、記載しておりません。 

８．第34期の自己資本利益率及び配当性向は、当期純損失であるため記載しておりません。 
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９．2023年12月５日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行いましたが、第33期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり配当額及び１株当たり当期純利益を算定して

おります。 

 

２【沿革】 

年月 沿革 

1991年７月 ＪＳＭＲ無線中継局をモトローラ社と共同運営するために東京都練馬区に東京電波システム株式会社

（現 当社）を設立 

1998年３月 本社を東京都中央区日本橋浜町に移転 

1998年３月 関西営業所開設 

1998年３月 無線機器の販売及びレンタル事業を開始 

2004年１月 経営革新計画支援法承認（15産労商経 第707号） 

2008年８月 東京電波システム株式会社より株式会社エクセリへ社名変更 

2010年９月 関西営業所を大阪市淀川区西中島へ移転 

2012年５月 本社を東京都中央区日本橋浜町に移転 

2013年10月 関西営業所を大阪市中央区久太郎町に移転 

2023年８月 本社を東京都墨田区菊川に移転 

2024年３月 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに上場 

2026年３月 旭川支店開設 
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３【事業の内容】 

 当社の事業は、無線通信機器販売レンタル事業の単一セグメントであり、セグメント別の記載は省略しております

が、主たるサービスとして「業務用無線機器販売事業」、「業務用無線機器レンタル事業」で構成されております。 

 業務用無線機器とは、業務上で使われる無線機器のことであり、ビジネス現場におけるボイスコミュニケーション

ツールとして広く利用されております。ボイスコミュニケーションツールとしては、携帯電話が一般的に利用されて

おりますが、携帯電話が１人対１人のコミュニケーションしかできないのに比べ、無線機器はチャンネルを合わせる

ことで１人対多数で通話することができます。また、携帯電話の回線が混雑し通話が困難な場合においても、無線機

器であればそれらの影響を受けず通話可能であります。したがって、イベント、建設現場、制作現場、旅行業界等の

ビジネス現場において、携帯電話では対応できない様々な用途に利用することができます。 

 当社は、これらの需要に応えるため、「業務用無線機器販売事業」、「業務用無線機器レンタル事業」を行っており

ます。 

 

(1）業務用無線機器販売事業 

 当社は、無線機器メーカーから無線機器本体及び無線機器本体に付随するイヤホンマイク、スピーカーマイク、

ヘッドセット等のアクセサリーを仕入れ、主に企業向けに販売しております。また自社でレンタル機として使用し

た無線機器及び企業から買い取った無線機器等を、電気的検査（出力・周波数の検査）、筐体のクリーニングのメ

ンテナンスを行ったうえで、中古品として企業へ販売しております。 

 主にイベント業界や旅行業界などの無線機器の使用頻度が高くかつ定期的・長期的に使用する企業に多く利用さ

れております。 

 顧客の要望に沿って購入をしていただくために当社は、メール又は電話にて受付け、ホームページ上に、メーカ

ー別、無線機器の種類別、通信距離別、性能別、用途別、また中古の購入の場合の在庫一覧、その他当社おすすめ

などの情報提供しており、逐次更新しております。また購入の際には、免許の手続きが必要な場合があり、免許申

請の流れについてもホームページ上にて、情報提供をしております。 

 

(2）業務用無線機器レンタル事業 

 当社の業務用無線機器レンタル事業は、国際会議や学校行事などのイベント、工場での限定された人員間での連

絡のやり取りに主に使用されることが多く、期間を限定して比較的安価で使用したい場合に多く利用されておりま

す。当社のレンタルサービスの特徴として、顧客の利便性、ご要望に応えるために、ホームページ上にて、「料金

の安いレンタルランキング」「電波の飛びが良いレンタルランキング」「ハンズフリー、同時通話できるレンタル人

気ランキング」「同時通訳、工場見学レンタルランキング」さらには「レンタル無線機器比較表」を掲載し、顧客

が自身の用途にどれを使うべきかをわかりやすく選択できるよう工夫を凝らしております。また事前に疑問が起き

る場合を想定して、「よくある質問」に対する回答をあらかじめ掲載し、当社での業務の効率化と顧客の利便性の

向上を同時に寄与できるよう配慮しております。 

 当社での、レンタル機器利用の流れとして、実際の問い合わせに関しては、メール又は電話にて受付け、顧客か

らの機種の種類、台数、日程（期間）を確認したうえで見積もりを提供し判断していただく仕組みとなっておりま

す。なお、受付に関しては、365日深夜まで受付できるよう、いつでも迅速な対応が可能な状況になっておりま

す。注文後は、顧客の指定のお届け場所に送付し、レンタルが開始されます。 

 なおレンタル規約に関しても、ホームページ上であらかじめ掲載し、顧客の注文時に誤解がないように情報提供

しております。 
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 業務用無線機器とは、下記の表のような商品名、特徴があります。 

商品名 特徴（価格帯、ターゲット層、他社商品との違い等） 

デジタル簡易無線免許局 

免許の有無：無線機器１台ごとに申請式の免許が必要 

通信距離：市街地１km程度、郊外２km程度、障害物なし見通し10km以上 

ターゲット層：病院、介護施設、映画・テレビ番組・ＣＭ・撮影、セミナー等 

周波数：アナログＶＨＦ 154.4500MHz～154.6100MHz 

デジタルＶＨＦ 154.44375MHz～154.55625MHz 

デジタルＵＨＦ 467.0000MHz～467.4000MHz 

デジタル簡易無線登録局 

免許の有無：免許不要（登録申請・開設届の提出が必要） 

通信距離：市街地１km程度、郊外２km程度、障害物なし見通し10km以上 

ターゲット層：イベント、スポーツ大会運営、警備、高校体育連盟等 

周波数：デジタルＵＨＦ陸上用351.2000MHz～351.38125MHz 

上空用351.16875MHz～351.19375MHz 

一般業務用無線 

免許の有無：必要 

通信距離：市街地0.8km程度、郊外1.8km程度、障害物なし見通し４km以上 

ターゲット層：危機管理、石油コンビナート、地下、工場、倉庫 

ＩＰ無線機器 

免許の有無：不要 

通信距離：日本国内の４ＧＬＴＥ回線又は３ＧＬＴＥ回線のエリア内 

ターゲット層：イベント、マラソン大会、展示会、警備、ゴルフ場等 

その他：ＧＰＳ位置管理システム 

特定小電力トランシーバー 

免許の有無：不要 

通信距離：市街地屋外300m程度、郊外500m程度、障害物なし見通し１km以上 

※無線中継装置を使用すれば倍以上電波が飛びます 

ターゲット層：歯科医院、スポーツクラブ、百貨店、結婚式場等 

デジタルＭＣＡ無線 

免許の有無：必要 

通信距離：中継局指定エリア内 

ターゲット層：建設、解体業、産廃等 

ＷＩＦＩトランシーバー 

免許の有無：不要 

通信距離：au／docomoのＬＴＥ回線エリア内であれば日本全国 

ターゲット層：イベント、マラソン大会、展示会、警備、ゴルフ場等 

その他：ＧＰＳ位置管理システム 

 注 簡易無線のデジタル化に伴い、アナログの小エリア無線350MHz帯とＵＨＦ簡易業務用無線機400MHz帯の周波数を使

用した無線機は2024年（令和６年）12月１日以降使用することが出来ません。なお、当社ではこれらのアナログ無

線機に関しては現在取り扱っておりません。 

 

 当社の事業系統図は以下の通りであります。 
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４【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

５【従業員の状況】 

(1）従業員の状況 

2025年12月31日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

36〔23.0〕 30.1 4.9 5,335 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を〔 〕外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与及びライフプラン手当等を含み、通勤手当は除いています。 

３．平均年間給与には、パート、臨時従業員の給与は含まれておりません。 

４．当社は無線通信機器販売レンタル事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しております。 

 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第３【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当事業年度におけるわが国の経済は、2025年12月15日発表の日銀短観によると、非製造業の業況判断DI（最近）

は大企業においては横ばいで推移しており、中小企業では小幅ではありますが若干改善されております。大企業に

おいては宿泊・飲食サービスが中国人観光客の減少への懸念もあって若干悪化しておりますが、活発な企業活動を

背景に対事業所サービスが改善したほか、その他の業種でもおおむね高い水準での推移が続いております。一方で

中小企業においては人手不足、コスト高、金利上昇など、下押し要因は多いものの、トランプ関税の悪影響への懸

念が後退していることや景気の持ち直しのプラス効果が浸透しつつあります。一方で先行きに関しては、さらなる

人手不足の深刻化、物価高の継続、海外需要の減速が国内需要に波及することへの警戒感から悪化が見込まれてお

り、慎重な見方をする企業が多くみられております。 

 このような環境下において、当社では外部環境の変化に適切に対応する体制を構築しており、レンタル事業にお

いては、新規顧客の獲得に加え、既存顧客に対する電話・メールによる継続的なフォローを徹底したことが奏功

し、顕著な伸長を示すことができました。しかしながら、新たな取り組みとして販売事業においてEC販売をスター

トしAmazonへの出店を開始したものの、現時点では十分な成果を上げることはできませんでしたが、EC販売におき

ましては引き続き要因を分析し今後の方向性を検討してまいります。 

 販売管理費につきましては、前期に計画的に実施したレンタル機材投資の減少に加え、前期より推進しておりま

した社内オペレーション業務のRPA化によるコスト削減が一定の効果を上げることができ、前年と比較して改善す

ることができております。しかしながら、レンタル事業の拡大に伴い、レンタル機器の設備投資消耗品費及びそれ

に関連する通信費は前年に比べ増加することとなりました。なお、業務効率の改善とコスト削減を目的としたRPA

化につきましては引き続き推進しており、あわせてAIを活用したマルチモーダル化の導入も開始しております。 

 また、当社は経営理念（価値観）として、「従業員の幸せ」と「社会の発展に貢献する」を掲げております。「従

業員の幸せ」におきましては、仕事における幸せの最大公約数である「やりがい」と「高い給料」を追求し、さら

に心身ともに健康で、安心して長く働ける環境を提供しております。「社会の発展に貢献する」におきましては、

2025年６月25日にPR TIMESにて公表しました通り、当社のレンタル無線機の充電およびメンテナンスに使用する電

力を、カーボン・オフセット電力に切り替えをし、2025年3月時点において保有しておりました対象機種約20,000

台の年間充電電力使用量に相当する約36tのCO2排出量を、森林吸収型 J-クレジット(長崎県対馬市市有林 間伐促

進プロジェクト)の購入により実質ゼロにすることが実現できました。（市販の乾電池で運用するレンタル無線機は

除きます。）当社は、今後も「環境への配慮も、無線機選びの基準に」を掲げ、法人・自治体・イベント事業者の

皆様が当社の無線機を使うだけで脱炭素社会に貢献できる仕組みづくりを推進してまいります。 

以上の結果、当事業年度の売上高は2,238,696千円（前年同期比4.0％増）、営業利益は44,678千円（前事業年度は

営業損失82,511千円）、経常利益は55,328千円（前事業年度は経常損失81,209千円）、当期純利益は26,533千円（前

事業年度は当期純損失63,566千円）となりました。 

 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は前事業年度末から38,367千円

増の477,880千円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により増加した資金は83,497千円となりました。これは主に税引前当期純利益が55,328千円、減価償却

費が6,076千円、敷金償却が2,049千円、賞与引当金が1,095千円の増加、役員賞与引当金が4,000千円増加、役員退

職慰労引当金が14,008千円の増加、売上債権は5,378千円の増加、棚卸資産が11,162千円の減少、未払金が5,610千

円の増加、その他の資産が801千円の増加、その他の負債が27,195千円の増加、法人税等の還付額が19,212千円あ

ったことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により減少した資金は10,829千円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が7,053千

円、保険積立金の積立による支出が3,435千円、出資金の払込による支出が200千円によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により減少した資金は34,300千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が30,000千

円、配当金の支払額による支出が4,300千円によるものです。 
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２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社は無線通信機器販売レンタル事業の単一セグメントであるため、仕入実績はメーカー別、販売実績は事業別に

記載しております。 

(1）仕入実績 

仕入先名称 仕入高（千円） 前年同期比（％） 

株式会社ＪＶＣケンウッド  251,746 93.7 

アイコム株式会社 322,473 80.8 

アルインコ株式会社  143,229 98.8 

株式会社ＣＳＲ  102,354 104.1 

八重洲無線株式会社  151,254 92.7 

その他  282,469 97.7 

合計  1,253,527 91.9 

 （注） 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2）販売実績 

事業部門の名称 販売高（千円） 前年同期比（％） 

無線通信機器販売事業 1,217,385 90.7 

無線通信機器レンタル事業 1,021,311 125.8 

合計 2,238,696 104.0 

 （注） 金額には、消費税等は含まれておりません。 
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３【対処すべき課題】 

 文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社が判断したものであります。 

① サービスレベルの向上 

 当社は、無線機通信機器の販売において、365日全国どこにおいても製品をお届けすることを掲げ、全機種の

購入前の無料お試しやアフター修理などの社内対応を行っており、サービスにおいて、お客様への万全な対応に

努めております。今後もこのようなサービス体制を維持し、お客様への満足度を常に高め、お客様からのリピー

トを十分に受け入れる体制つくりを目指してまいります。 

 

② 優秀な人材の確保及び育成 

 当社が展開しているビジネスは、従業員が個々のお客様の視点にたってニーズをつかみ、提案して、ビジネス

へと展開していくことができる、知識と経験が求められております。したがって、これらの人材を確保し、育成

することが、当社の事業の発展に不可欠であると認識しております。 

 優秀な人材を確保するためには、労働基準法をはじめとする関連法令を遵守した適切な労務管理はもちろん、

公正かつ公平な給与制度の構築が重要です。さらに、従業員の当事者意識を高めるために、企業ビジョンを共有

し、一体感のある組織づくりを進めてまいります。また、知識やスキルを向上させるための研修制度を充実さ

せ、従業員が継続的に成長できる環境を整え、お客様に信頼される優秀な人材の育成に努めてまいります。 

 

③ 組織体制の整備 

 当社は、安定しながらも拡大成長していくために、事業規模に応じた経営管理体制の充実が不可欠だと考えて

おります。業務運営上のリスクを常に把握し、安定的な監査体制の充実、情報開示やコンプライアンス体制の強

化を含めた組織体制の整備を図る方針であります。 

 また、当社は、企業の持続的成長におけるコーポレート・ガバナンスの重要性を認識しており、取引の公正・

適正の確保に努めるとともに、経営の透明性、健全性を高めつつ、事業環境の変化に対応できる体制の構築に努

めております。今後は、基本的な方針の整備を行い、実効的な監督機能の一層の向上を目指してまいります。 

 

④ 社内システムについて 

 当社は、お客様の重要情報が常に漏洩しないように運営していくのが課題であり、それを解決するためにアク

セス権限を付与しているため外部からの社内システムへのアクセスを完全に遮断しセキュリティ体制を整えてま

いります。 

 

⑤ 安定収益の拡大 

 当社は、事業基盤をより強固にするために、長期レンタル事業の拡大を図りながら、顧客に対して安価で質の

高いサービスを提供し、安定収益の強化を引き続き行ってまいります。 

 

⑥ 顧客ニーズの変化への対応 

 当社は、顧客ニーズの変化に対応するために、前年同月受注顧客へのテレアポによるフォローを毎月実施し、

価格競争の変化に対する対応や、顧客満足度の向上を図りながら売上の拡大を行ってまいります。 
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４【事業等のリスク】 

 本発行者情報に記載した事業の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に影響を及ぼす可能性のある事項には以

下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社が判断

したものでありますが、当社株式投資に関する全てのリスクを網羅したものではありませんので、ご留意ください。 

 

(1）無線通信機器市場について 

 当社の取扱う無線通信機器には、イベントや日常業務など様々なシーンでの利用ニーズが存在しますが、景気の

悪化等により、無線通信機器ユーザーの利用機会、需要が縮小する可能性があります。当社では、多様な業種・用

途向けに販売およびレンタルを行うことで、特定の業種や用途の需要動向に依存しないよう対策を講じておりま

す。また、当社はユーザーへの直販をメインとしているため、直接ユーザーから市場の声をいち早く察知し、無線

機器に代わるソリューションがないか常に確認しております。しかし、今後、無線機器に代わる新たなソリューシ

ョンが登場する可能性もあり、市場環境の変化には十分な注意が必要です。さらに、金融危機などにより、国内全

体で景気後退が懸念される事態が発生した場合には、当社の財務状態や経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

(2）人材の確保・育成について 

 当社事業のさらなる拡大及び企業価値の継続的な向上のためには、人材の確保や人材育成が重要と認識しており

ます。当社では、個々の顧客のニーズをいち早くつかむことで最適な、提案を行いビジネスへと昇華していくこと

が必要であり、そのための人材の確保が必要不可欠でありますが、期待通りの効果を発揮するまでに、一定の育成

期間を要することがあります。当社は、採用イベントや研修を行うなど、全社を挙げて人材採用・育成に取り組ん

でおり、旭川支店を開設することにより地方の雇用創出にも努めておりますが、当社が求める人材が適時適切に確

保出来なかった場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(3）経営者への依存について 

 当社の代表取締役社長である吉田統一は、1998年より継続して代表取締役を務めております。同氏は、当社の経

営方針や経営戦略の決定において重要な役割を果たしております。当社は、同氏に過度に依存することのないよ

う、経営体制の強化や役職員への権限委譲等に取り組み、経営の組織化を図っておりますが、今後、何らかの理由

により、同氏の業務執行が困難な状況となった場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

(4）レンタル用無線通信機器の購入に係る営業損益への影響について 

 当社ではレンタルに供するための無線通信機器の購入を行った際には当該費用を消耗品費として販売費及び一般

管理費に計上しております。そのため、消耗品費の増減により営業損益が変動することとなります。当社では無線

通信機器のレンタル利用が見込まれるイベントや行事等の動向を勘案し、必要となる無線通信機器の台数を想定の

上、メーカーから購入しておりますが、想定を上回るレンタル需要が見込まれる場合にはそれに対応すべく、購入

を増加させることがあるため、営業損失の悪化要因となり、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 

(5）仕入原価の高騰について 

 当社は無線通信機器を各メーカーから仕入れを行っておりますが、無線通信機器の製造に用いられる半導体など

の原材料の不足によって、メーカーの製造原価が高騰することで、当社の仕入原価も高騰する可能性があります。

また、各メーカーの無線通信機器の製造が海外で行われ、為替市場において円安が急激に進行した場合には、当社

の仕入原価が高騰する可能性があります。当社では、必要に応じで大口ロットの発注等を行うことで、仕入原価の

低減に努めておりますが、仕入原価の高騰が長期間継続し、適時に販売価格への転嫁ができなかった場合、当社の

財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(6）代金回収リスクについて 

 当社は無線通信機器の販売・レンタルを通じて、個人、法人ともに幅広く販路を有しております。そのため、多

くの顧客の適正なサポート、管理が必要となります。当社では、顧客管理システムを用いて、債権の回収状況を逐

一管理しており、営業担当者が支払期日を超過した顧客に対してアナウンスをすることによって代金回収リスクの

低減をおこなっておりますが、万が一顧客管理において不備が生じ、代金回収の遅れや未回収などのリスクがあっ

た場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(7）個人情報保護について 
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 当社のサービスである無線通信機器販売レンタル事業では、多数の個人情報を取り扱っているため、「個人情報

の保護に関する法律」が定める個人情報取扱事業者としての義務を課されております。当社は、個人情報の管理徹

底を図るべく、「個人情報等管理規程」を制定し、同規程に基づく厳重管理を行っております。このような取り組

みにもかかわらず、外部からの不正アクセスや、当社役職員の故意又は過失により個人情報が流出した場合には、

当社への損害賠償請求や社会的信用力の低下により、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

(8）法的規制について 

 当社は、無線通信機器の販売レンタル事業を行っており、「電波法」により、電波の公平かつ能率的な利用の確

保や無線局の開設や秘密の保護などについて規定されております。電波法で要請される対応に関しては人事総務経

理チームの管理部門によって、統括管理され、同法に則った無線通信機器の販売レンタルを行っております。 

 また、当社は無線通信機器の中古買取りを行っており、「古物営業法」による規制等を受けております。同法で

要請される対応についても当社人事総務経理チームによって、統括管理され、同法を遵守した体制となっておりま

す。 

 さらには、営業方法として、インターネットを通じた商品、サービスの販売を行っていることから、「特定商取

引に関する法律」による規制を受けております。同法に係る対応についても当社人事総務経理チームによって、統

括管理され、同法を遵守した体制となっております。 

 その他にも当社では、コンプライアンス及びそのリスク管理について、社内全体でコンプライアンスの周知徹底

や研修・教育等を実施し、意識醸成に努めておりますが、万が一各法令等に抵触することがあった場合には、行政

処分の可能性も含め当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 (9）小規模組織であることについて 

 当社は、顧客のニーズに迅速に応え、企業価値を向上させるために、若年層を中心とした人材採用、育成に取り

組み組織体制の充実を図っております。現在のところ、事業の継続、拡大に必要な人材を確保できておりますが、

それでもなお、組織規模は小さく、社内管理体制もこの規模に応じたものとなっております。今後も継続的に人材

採用、育成に取り組んで行くと同時に、旭川支店を開設することにより地方の雇用創出にも努めてまいりますが、

事業規模の拡大ペースに合った必要な組織体制整備に対応できなかった場合には、当社の財政状態及び経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。 

 

 (10）競合他社の影響 

 当社と同様に、主に法人向けに無線通信機器の販売レンタル事業を営んでいる競合企業が存在しております。当

社は、無線通信機器の提供価格、迅速な顧客対応、その他サービス等において差別化を図り、今後も新たなサービ

スの開発やサービス品質の向上、顧客満足度の向上を図ってまいります。 

 しかしながら、競合他社において革新的なサービスが提供され、当社が対抗できなかった場合や競合他社との競

合激化による、広告宣伝費の増加等が発生した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

 (11）担当J-Adviserとの契約の解除に関する事項について 

 特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第102条の定めにより、TOKYO PRO Market上場企業は、東京

証券取引所より認定を受けたいずれかの担当J-Adviserと、株式上場の適格性審査及び株式上場後の上場適格性を

維持するための指導、助言、審査等の各種業務を委託する契約（以下、「J-Adviser契約」とします。）を締結する

義務があります。本発行者情報公表日時点において、当社がJ-Adviser契約を締結しているのは株式会社日本Ｍ＆

Ａセンター（以下、「同社」とします。）であり、同社とのJ-Adviser契約において当社は、下記の義務の履行が求

められております。下記の義務の履行を怠り、又は契約に違反した場合、相手方は、相当の期間（特段の事情のな

い限り１か月）を定めてその義務の履行又は違反の是正を書面で催告し、その催告期間内にその義務の履行又は違

反の是正がなされなかったときは、J-Adviser契約を解除することができる旨の定めがあります。また、上記にか

かわらず、当社及び同社は、両当事者による書面による合意又は相手方に対する１か月前以上の書面による通知を

行うことにより、いつでもJ-Adviser契約を解約することができる旨の定めがあります。当社が同社より上記の解

除にかかる催告期間中において、下記の義務の履行又は違反の是正が果たせない場合、又は同社に代わる担当J-

Adviserを確保できない場合は、当社普通株式のTOKYO PRO Market上場廃止につながる可能性があります。 

＜J-Adviser契約上の義務＞ 

・特例に定める上場会社の義務を履行するとともに、同社がJ-Adviserの義務を履行するために必要な協力を行

うこと 

・取締役会関係資料、株主総会関係資料、経営管理に関する各種資料、その他同社が必要とする資料等を遅滞な
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く提出すること 

・必要に応じて特例及び特例施行規則の内容及びその解釈について、同社から指導及び助言を受け、当社はその

指導及び助言に従って行動すること 

 また、当社において下記の事象が発生した場合には、同社からの催告無しでJ-Adviser契約を解除することがで

きるものと定められております。 

① 債務超過 

 当社がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、１年以内（審査対象事業年度の末日の翌日

から起算して１年を経過する日（当該１年を経過する日が当社の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年

を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日）までの期間をいう。以下、本号において同じ。また「２年以

内」も同様。）に債務超過の状態を解消できなかったとき。ただし、当社が法律の規定に基づく再生手続若しく

は更生手続、産業競争力強化法（以下、「産競法」という。）に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における産業競争力強化法に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合

も含む。）又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を

行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１年以内に債務超過を解消することを計画している場合

（同社が適当と認める場合に限る。）には、２年以内に債務超過の状態を解消できなかったとき。 

 なお、同社が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、当社が審査対象事業年度に係る決算（上場会社

が連結財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には

事業年度に係る決算とする。）の内容を開示するまでの間において、再建計画（本号但し書に定める１年以内に

債務超過の状態を解消するための経営計画を含む。）を公表している場合を対象とし、当社が提出する当該再建

計画並びに次の(a)及び(b)に定める書面に基づき行うものとする。 

(a）次のイからハまでに掲げる場合の区分に従い、当該イからハまでに定める書面 

イ 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合 当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判

所の認可を得ているものであることを証する書面 

ロ 産競法に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された場合における産競法に規

定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）を行う場合 当該再建計画が、当該手続にしたが

って成立したものであることを証する書面 

ハ 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合 

当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面 

(b）本号ただし書に規定する１年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画の前提となった重要な事項等

が、公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面 

② 銀行取引の停止 

当社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合 

③ 破産手続、再生手続又は更生手続 

 当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（当社が、

法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を

必要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａ

からｃまでに掲げる場合その他当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とする

に至った場合に準ずる状態になったと同社が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当

該ａからｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。 

ａ 当社が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない

整理を行う場合 当社から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日 

ｂ 当社が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難で

ある旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲

渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合 当社から当

該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業の大部分の譲渡の

場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると同社が認めた日） 

ｃ 当社が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関

する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前

事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る。） 当社から当該合意を

行ったことについての書面による報告を受けた日 

④ 前号に該当することとなった場合においても、当社が次のａからｃまでに該当する再建計画の開示を行った場

合には、原則として本契約の解除は行わないものとする。 

ａ 次の(a)又は(b)に定める場合に従い、当該(a)又は(b)に定める事項に該当すること。 

(a）当社が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 当該再建計画が、再生計画
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又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること 

(b）当社が前号ｃに規定する合意を行った場合 当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意

を得ているものであること 

ｂ 当該再建計画に次の(a)及び(b)に掲げる事項が記載されていること。 

(a）TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものでないこと 

(b）前ａの(a)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(b)に規定する合意がなされていること及びそれ

を証する内容 

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でない

と認められるものでないこと 

⑤ 事業活動の停止 

 当社が事業活動を停止した場合（当社及びその連結子会社の事業活動が停止されたと同社が認めた場合）又は

これに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合そ

の他当社が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と同社が認めた場合をいうものとし、当該ａから

ｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。 

ａ 当社が、合併により解散する場合のうち、合併に際して当社の株主に対してその株券等に代わる財産の全部

又は一部として次の(a)又は(b)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日

の３日前（休業日を除外する。）の日 

(a）TOKYO PRO Marketの上場株券等 

(b）特例第132条の規定の適用を受け、速やかにTOKYO PRO Marketに上場される見込みのある株券等 

ｂ 当社が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、当社から当該合併に関する株主総会（普通

出資者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会の決議による

承認を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）についての

書面による報告を受けた日） 

ｃ 当社が、ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（本条第３号ｂの規定の適用を受ける場

合を除く。）は、当社から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日 

⑥ 不適当な合併等 

当社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅱ 会社

分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の譲受け、ⅳ 会社分割による他の者へ

の事業の承継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上場会社との業務上の提携、ⅶ 第三者割当による株式若

しくは優先出資の割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又はⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認め

られる行為）で定める行為（以下本号において「吸収合併等」という。）を行った場合に、当社が実質的な存

続会社でないと同社が認めた場合 

⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損 

第三者割当により当社の支配株主（当社の親会社又は当社の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する

者）が異動した場合（当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込み

がある場合を含む）において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると同社が認めるとき 

⑧ 発行者情報等の提出遅延 

当社が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定める期

間内に提出しなかった場合で、同社がその遅延理由が適切でないと判断した場合 

⑨ 虚偽記載又は不適正意見等 

次のａ又はｂに該当する場合 

ａ 当社が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合 

ｂ 当社の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書については

「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由による

ものである場合を除く。）が記載され、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合 

⑩ 法令違反及び上場契約違反等 

当社が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合 

⑪ 株式事務代行機関への委託 

当社が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなるこ

とが確実となった場合 

⑫ 株式の譲渡制限 

当社がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合 

⑬ 完全子会社化 

当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合 
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⑭ 指定振替機関における取扱い 

当社が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合 

⑮ 株主の権利の不当な制限 

 当社が次のａからｇまでのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及びその行使が

不当に制限されていると同社が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると同社が

認めた場合をいう。 

ａ 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収

防衛策（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時

点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、

導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。） 

ｂ ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動

とすることができないものの導入 

ｃ 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要す

る旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である当社の主要な事業を行っている子会社

が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を当社以外の者を割当先として発行する場合において、当該

種類株式の発行が当社に対する買収の実現を困難にする方策であると同社が認めるときは、当社が重要な事項

について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱

う。） 

ｄ TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使することができる事項のう

ち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定 

ｅ TOKYO PRO Marketに上場している株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について

株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利

益を受ける権利の価額等がTOKYO PRO Marketに上場している株券より低い株式をいう。）の発行に係る決議又

は決定 

ｆ 議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定 

ｇ 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決

議又は決定 

⑯ 全部取得 

当社がTOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場合 

⑰ 反社会的勢力の関与 

当社が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Marketの市場に

対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと同社が認めるとき 

⑱ その他 

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、同社若しくは東証が上場廃止を適当と認めた場合 

 このほか、株主総会の特別決議を経て、当社が東京証券取引所へ「上場廃止申請書」を提出した場合にも上場廃

止となります。なお、本発行者情報公表日時点において、J-Adviser契約の解約につながる上記の事象は発生して

おりません。 

 

５【重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

 文中の将来に関する事項は、公表日現在において当社が判断したものであります。 

 

(1）重要な会計方針及び見積り 

 当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。こ

の財務諸表の作成にあたりまして、経営者による会計上の見積りを必要とします。経営者はこれらの見積りについ

て過去の実績や現状等を総合的に勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があ

るため、これらの見積りと異なる場合があります。 

 

(2）財政状態の分析 

（資産の部） 

 当事業年度末における総資産は前事業年度末から16,267千円増の857,607千円となりました。 

 流動資産は前事業年度末から18,097千円増の771,506千円となりました。主な理由として現金及び預金が38,367

千円の増加、受取手形が2,965千円の増加、売掛金が受注件数増により2,412千円の増加、前払費用が3,635千円増

加した一方で、商品が10,246千円の減少、未収還付法人税等が19,212千円の減少となりました。 

 固定資産につきましては、前事業年度末から1,830千円減の86,100千円となりました。主な理由として有形固定

資産が防爆無線機の購入や複合機の購入で2,092千円の増加、保険積立金が3,435千円の増加、その他に含まれる出

資金が200千円増加した一方で、無形固定資産が1,281千円の減少、繰延税金資産が4,364千円の減少、敷金及び保

証金が1,909千円の減少となりました。 

 

（負債の部） 

 当事業年度末における総負債は前事業年度末から5,965千円減の704,475千円となりました。 

 流動負債は前事業年度末から10,026千円増の378,208千円となりました。主な理由として未払金がIP無線機増設

に伴う通信費で前事業年度末より5,444千円の増加、未払法人税等が24,234千円の増加、預り金が3,427千円の増

加、未払消費税が22,338千円の増加、賞与引当金が1,095千円の増加、役員賞与引当金が4,000千円増加した一方、

前事業年度末に価格高騰対策として大量仕入れを行いましたが、当事業年度においては大量仕入れを行わなかった

ため、買掛金が51,944千円の減少となりました。 

 固定負債につきましては、前事業年度末から15,992千円減の326,267千円となりました。主な理由として役員退

職慰労引当金が14,008千円増加した一方で長期借入金が30,000千円減少したためです。 

 

（純資産の部） 

 当事業年度末における純資産につきましては、利益剰余金の増加により前事業年度末から22,233千円増の

153,131千円となりました。 

 

(3）経営成績の分析 

 「１【業績等の概要】 (1）業績」に記載のとおりです。 

 

(4）経営成績に重要な影響を与える要因 

 「４【事業等のリスク】」をご参照ください。 

 

(5）キャッシュ・フローの状況の分析 

 「１【業績等の概要】 (2）キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。 

 

(6）経営者の問題意識 

 「３【対処すべき課題】」に記載のとおりです。 
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第４【設備の状況】 

1【設備投資等の概要】 

   該当事項はありません。 

 

2【主要な設備の状況】 

 当社における主要な設備は、次のとおりであります。 

2025年12月31日現在
 

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 

従業員数 
（名） 建物附属

設備 
車両運搬
具 

工具器具
備品 

ソフトウ
ェア 

その他 合計 

本社 

（東京都墨田区） 
本社事務所 15,628 0 10,277 1,804 186 27,896 

36 

(23) 

１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数（ ）は、臨時雇用者数を外書しております。 

３．上記以外に、賃借している主要な設備は以下のとおりであります。 

2025年12月31日現在
 

事業所名 
（所在地） 

設備内容 年間賃借料（千円） 

本社 

（東京都墨田区） 
本社機能 36,028 

3【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

 該当事項はありません。 

 

(2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 
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第５【発行者の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

記名・無記名の
別、額面・無額面
の別及び種類 

発行可能株式総数 
（株） 

未発行株式数 
（株） 

事業年度末現在発行数 
（2025年12月31日） 

（株） 

公表日現在発行数 
（2026年３月26日） 

（株） 

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名 

内容 

普通株式 688,000 516,000 172,000 172,000 

東京証券取引所 

（TOKYO PRO 

Market） 

単元株式数 

100株 

計 688,000 516,000 172,000 172,000 － － 

（２）【新株予約権等の状況】 

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。 

2023年１月24日取締役会決議 

区分 
最近事業年度末現在 
（2025年12月31日） 

公表日の前月末現在 
（2026年２月28日） 

新株予約権の数（個） 105（注）１ 105（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 21,000（注）１ 21,000（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株あたり1,750（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 2025年１月24日 

至 2033年１月23日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,750 

資本組入額  875 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れそ

の他処分は認めない 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

 （注）１．2023年11月15日開催の取締役会決議により、2023年12月５日付で普通株式１株を200株に分割したことによ

り、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

なお、新株予約権の割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数

を調整します。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の

目的となる株式数についてのみ行われ、調整による１株未満の端数は切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は合併）の比率 

また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他の株式数の調整が必要な場合に

は、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必

要と認める調整を行うことができます。 

２．各新株予約権行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受ける株式１株あたり

の払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とします。 

尚、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる１円

未満の端数は、これを切り上げるものとします。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合の比率
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また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合

（新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く）には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結

果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとします。 

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株あたり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新株発行による増加株式数 

３．新株予約権の行使条件は次のとおりであります。 

① 当社は、新株予約権者が、権利行使する前に、当社の取締役、監査役又は従業員でなくなったときには、

その新株予約権を無償で取得することができる。 

② 当社は、新株予約権者が権利行使する前に、禁錮以上の刑に処せられたとき又は当社若しくは当社子会社

の就業規則により降格以上の制裁を受けたときには、その新株予約権を無償で取得することができる。 

③ 権利行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。 

④ 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 

 

（３）【ＭＳＣＢ等の行使状況等】 

 該当事項はありません。 

 

（４）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式総数
増減数（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

2023年12月 
普通株式 

171,140 

普通株式 

172,000 
－ 43,000 － 17,000 

 （注）１．株式分割（１：200）によるものであります。 

 

（６）【所有者別状況】 

2025年12月31日現在
 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 

（株） 
政府及び地
方公共団体 

金融機関 
金融商品取
引業者 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － － － 1 － － 2 3 － 

所有株式数 

（単元） 
－ － － 1 － － 1,719 1,720 － 

所有株式数の割

合（％） 
－ － － 0.06 － － 99.94 100 － 

（７）【大株主の状況】 

2025年12月31日現在
 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
株式総数に対する所
有株式数の割合 

（％） 

吉田 統一 東京都渋谷区 116,800 67.91 

吉田 靖朗 東京都八王子市 55,100 32.03 

グローバルソリューションサービス

株式会社 
東京都港区 100 0.06 

合計 － 172,000 100.00 

 （注）１．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位を四捨五入しております。 
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（８）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

2025年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

172,000 
1,720 

完全議決権株式であ

り、株主としての権

利内容に何ら限定の

ない、当社における

標準となる株式であ

ります。 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 172,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 1,720 ― 

②【自己株式等】 

 該当事項はありません。 

（９）【ストック・オプション制度の内容】 

 当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づ

き、新株予約権を発行する方法によるものであります。 

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

区分 第１回新株予約権 

決議年月日 2023年１月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社取締役３名（注１、２） 

当社従業員29名（注１、２） 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）【新株予約権等の状況】」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 

 （注）１．付与対象者の区分及び人数は付与日における付与対象者の区分及び人数です。 

２．本発行者情報公表日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役３名、当社従業員19名、となっており

ます。 
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２【自己株式の取得等の状況】 

 【株式の種類等】  該当事項はありません。 

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】 

    該当事項はありません。 

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

    該当事項はありません。 

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

    該当事項はありません。 

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

    該当事項はありません。 

 

３【配当政策】 

 当社は株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけており、業績の状況、取り巻く環境

及び中長期を展望した財務体質を勘案し、継続的かつ安定的に実施することを基本方針としております。 

 当社の剰余金の配当は、原則年１回、基準日を毎年12月31日とする期末での配当を予定しており、配当の決定機関

は株主総会であります。 

 当事業年度の配当につきましては、配当金を１株につき25円とすることを予定しています。当事業年度に属する剰

余金の配当は、以下の通りであります。なお、内部留保資金の使途につきましては、企業体質の強化、今後の事業展

開のための資金等に充当してまいります。 

 今後の配当につきましては、財政状態、経営成績及び今後の事業計画を勘案し内部留保とのバランスを図りながら

その実施を検討する所存であります。 

決議年月日 配当金の総額（千円） １株あたり配当額（円） 

2026年３月27日 

定時株主総会決議（予定） 
4,300 25 

４【株価の推移】 

（１）【最近３年間の事業年度別最高・最低株価】 

回次 第33期 第34期 第35期 

決算年月 2023年12月 2024年12月 2025年12月 

最高（円） - 2,227 - 

最低（円） - 2,227 - 

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所（TOKYO PRO Market）におけるものであります 

   ２.当社株式は、2024年３月19日に東京証券取引所（TOKYO PRO Market）に上場しております。それ以前の株 

    価について該当事項はありません。 

 

（２）【最近６ヶ月間の月別最高・最低株価】 

月別 2025年７月 2025年８月 2025年９月 2025年10月 2025年11月 2025年12月 

最高（円） - - - - - - 

最低（円） - - - - - - 

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所（TOKYO PRO Market）におけるものであります。 

   ２．2025年７月から2025年12月について売買実績はありません。 
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５【役員の状況】 

a.2026年3月26日（発行者情報提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。 

男性 ５名 女性 ―名（役員のうち女性の比率―％） 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（株） 

代表取締役社長 吉田 統一 1968年９月16日 

1988年４月 有限会社中野ラッピング入社 

1993年４月 株式会社アドバンスシステムテクノ

ロジー入社 

1998年４月 同社取締役 

1998年３月 当社入社 

1998年４月 当社取締役 

2004年３月 当社代表取締役（現任） 

（注３） 116,800 

常務取締役 尾形 哲 1992年１月２日 

2014年４月 当社入社 

2022年３月 当社取締役 

2026年１月 当社常務取締役（現任） 

（注３） － 

取締役 辻 和幸 1990年12月24日 
2013年４月 当社入社 

2022年３月 当社取締役（現任） 
（注３） － 

社外取締役 森本 勝也 1967年４月20日 

1986年４月 陸上自衛隊入隊 

1989年７月 東亜物流株式会社設立 

代表取締役（現任） 

2006年４月 当社社外取締役（現任） 

（注１）

（注３） 
－ 

社外監査役 朝倉 成夫 1951年９月29日 

1974年４月 三菱信託銀行株式会社（現 三菱Ｕ

ＦＪ信託銀行株式会社）入社 

1990年４月 大蔵省社団法人研究情報基金出向 

1999年９月 三菱信託銀行アイルランド現地法人 

2003年７月 三菱信情報システム株式会社（現 

三菱ＵＦＪトラストシステム株式会

社）出向 

2010年11月 朝倉社労士事務所（現 プラセール

社労士事務所）設立 

2022年３月 当社監査役就任（現任） 

（注２）

（注４） 
－ 

 （注）１．取締役森本勝也は会社法の定める社外取締役であります。 

２．監査役朝倉成夫は会社法の定める社外監査役であります。 

３．取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。 

４．監査役の任期は、2023年12月４日開催の臨時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。 

 

b.2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役１名選任の件」及び「監査役１名選任の

件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、

役職名については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しておりま

す。 

男性 ６名 女性 ―名（役員のうち女性の比率―％） 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（株） 

代表取締役社長 吉田 統一 1968年９月16日 

1988年４月 有限会社中野ラッピング入社 

1993年４月 株式会社アドバンスシステムテクノ

ロジー入社 

1998年４月 同社取締役 

1998年３月 当社入社 

1998年４月 当社取締役 

2004年３月 当社代表取締役（現任） 

（注３） 116,800 

常務取締役 尾形 哲 1992年１月２日 

2014年４月 当社入社 

2022年３月 当社取締役 

2026年１月 当社常務取締役（現任） 

（注３） － 

取締役 辻 和幸 1990年12月24日 
2013年４月 当社入社 

2022年３月 当社取締役（現任） 
（注３） － 
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
（株） 

取締役 上畠 正教 1960年７月10日 

1987年４月 ㈱タカキュー 入社 

1995年９月 ㈱安楽亭 入社 

1999年２月 アルゼ㈱（現：㈱ユニバーサルエン 

      ターテインメント） 入社 

2005年６月 ㈱セタ非常勤監査役 

2006年６月 WIN NET TECHNOLOGY㈱ 入社 

2016年８月 ㈱河合塾マナビス 入社 

2018年５月 ㈱フォーシーズＨＤ 入社 

2021年12月 同社取締役管理本部長 

2023年12月 同社常勤監査役 

2026年３月 当社取締役 

（注３） － 

社外取締役 
 

森本 勝也 1967年４月20日 

1986年４月 陸上自衛隊入隊 

1989年７月 東亜物流株式会社設立 

代表取締役（現任） 

2006年４月 当社社外取締役（現任） 

（注１）

（注３） 
－ 

社外監査役 吉永 康樹 1960年８月１日 

1991年10月 青山監査法人（現：PwCあらた有限責

任監査法人） 入所 

1999年11月 公認会計士吉永康樹事務所 所長 

2006年７月 ㈱財務戦略ナカチ（現：㈱シーファ

ス）代表取締役社長（現任） 

2024年６月 丸藤シートパイル㈱ 取締役（現任） 

2026年３月 当社監査役 

（注２）

（注４） 
－ 

（注） １．取締役森本勝也は会社法の定める社外取締役であります。 

２．監査役吉永康樹は会社法の定める社外監査役であります。 

３．取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。 

４．監査役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は基本理念として、「従業員の幸せを追求すると同時に、社会の発展に貢献する」ということを掲げ、当

社の未来ビジョンとして、「無線業界で流通のイノベーションを起こし、世界一ユニークな無線会社になる」こ

とを標榜しております。これらの理念、ビジョンのもと、株主、取引先、社員等、すべてのステークホルダーか

ら信頼される企業を目指すべく、適切な情報開示の遂行、経営判断及び監督機能の実現を意識した組織体制を整

備し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 

 当社は監査役設置会社として、取締役会と監査役により、取締役の職務の執行の監視・監督及び監査を行って

おります。当社代表取締役吉田統一を議長とする取締役会は取締役４名（うち、社外取締役１名）で構成され、

当社の重要な業務執行を決定するとともに、取締役及び業務執行を監視・監督しております。 

 監査役につきましては、監査役朝倉成夫１名の体制をとっており取締役会の出席のほか、重要な会議への出席

や重要書類の閲覧等により、経営の監視を行っております。加えて、内部監査体制につきましては、社長直轄の

内部監査担当が、計画的な業務監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制につきましては、内部

監査担当が、内部統制の構築や内部統制システムの運用状況の評価などを実施しております。業務執行における

意思決定の迅速化と適切な企業統治の確保を両立させるため、当社は係る体制を採用しております。 

 

③ 会社の機関の内容及びコーポレート・ガバナンス体制について 

１）取締役会 

 発行者情報提出日現在、当社取締役会は4名の取締役で構成され、監査役出席のもと、定時取締役会を原則

として毎月一回開催しており、経営上の重要な事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を監督し

ています。また、取締役会に諮るべき事項及び重要な業務執行に係る事項が発生した場合には、迅速かつ適切

な対応を図るべく臨時の取締役会を適宜開催し、機動的な意思決定を行っております。 

なお当社は、2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役 1 名選任の件」を

上程しており、当該議案が可決されますと、取締役会は5名で構成されることになります。 

 

２）監査役 

 発行者情報提出日現在、当社では監査役１名を選任しております。監査役は、毎月１回の取締役会に出席

し、取締役の職務執行の監督を行い、コンプライアンスの状況、リスク管理について把握できる体制をとって

おります。また監査法人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行うとともに、

内部監査部門等からの報告を通じて適切な監査を実施しております。 

 なお当社は、2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役 1 名選任の件」を

上程しており、当該議案が可決されますと、監査役は引き続き1名で構成されることになります。 

 

３）内部監査 

 内部監査担当は、内部監査規程・監査計画書に基づいた内部監査及び内部統制システムの整備と有効性の評

価を行い、その結果は代表取締役、監査役に報告されております。改善指示などについては、各部門へ周知

し、フォローアップに努めております。また、内部監査担当は、毎月監査役と意見交換を行っており、内部監

査の状況について情報の共有を図っております。 

 

４）会計監査 

 当社はふじみ監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証券上場規

程の特例」第128条第３項の規定に基づき監査を受けております。なお、2025年12月期において監査を執行し

た公認会計士は久世将吾氏、淡路洋平氏の名であり、いずれも継続監査年数は７年以内であります。また、当

該監査業務にかかる補助者は、公認会計士３名であります。 

 なお、当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。 
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 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。 

 

 

④ 内部統制システムの整備の状況について 

 当社は、職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織並びに特定の担当者に業務

や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。 

ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について 

 代表取締役は、全取締役、使用人に対して当社の企業理念及び法令遵守を徹底させ、高い倫理観と社会的責

任に基づいて行動する企業風土の醸成を指導するとともに、適宜外部の専門家への確認を行い、コンプライア

ンス順守を主導します。 

 

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について 

 取締役の職務の執行に係る情報について、社内規定に基づき文書又は電磁的媒体にて適切に記録・保存・管

理するために必要な体制を整備します。また、取締役の職務に係る文書・情報は、監査役の求めに応じて閲覧

可能な体制を整え、監査役の監査を受けてまいります。 

 

ｃ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について 

 取締役会規程、職務権限規程及び業務分掌規程等に基づき、取締役及び各部門長の職務分掌を明確にし、定

期的に取締役会で職務執行状況が報告される体制を整備してまいります。 

 

⑤ 社外役員の状況について 

 当社の社外取締役は１名、社外監査役は１名であります。 

 当社の社外取締役森本勝也、社外監査役朝倉成夫の２名と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関

係その他の特別な利害関係はなく、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、当社からの独立

性を有しているものと判断しております。 
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⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係について 

 当社は、社外取締役１名、社外監査役１名を選任しております。社外取締役は、取締役会において内部監査担

当から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から

独立した立場から経営監督機能を果たしております。社外取締役森本勝也は、長年の経営経験や知見を有してお

り、客観的な立場で経営全般の監視及び意見を期待し、選任しております。社外監査役は、意思疎通を十分に図

って連携し、内部監査担当からの各種報告を受け、十分な議論を踏まえて監査を行うとともに、自らの独立性及

び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申を行うこととしております。ま

た、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制

を整備しております。さらに社外監査役、内部監査担当、会計監査人（監査法人）の三者は、必要に応じて協議

を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。なお社外監査役である朝倉成夫は、財務

管理分野での長年の経験と知見を有しており、社外取締役同様に、客観的な立場で経営の監督及び有用な意見を

期待して選任しております。 

 

⑦ 役員の報酬等 

ａ．発行者の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

役員区分 
報酬等の総額 
（千円） 

報酬等の種類別の総額（千円） 
対象となる役
員の員数 

（人） 基本報酬 賞与 
ストック・オ
プション 

退職慰労金 

取締役 

（社外取締役を除く。） 
88,744 67,536 7,200 － 14,008 3 

監査役 

（社外監査役を除く。） 
－ － － － － － 

社外役員 3,240 3,240 － － － 2 

 （注） 上記退職慰労金の額は、役員退職慰労引当金の当期計上分であります。 

 

ｂ．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの 

 該当事項はありません。 

 

ｃ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 

 当社の取締役の報酬限度額については、2022年３月31日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内

（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与含まない。）とし、その配分方法は取締役会一任とする旨決議され

ております。 

 また、監査役の報酬限度額については、2022年３月31日開催の定時株主総会おいて年額100,000千円以内と

する旨決議されております。 

 

⑧ 内部監査の状況について 

 当社における内部監査は、社長直轄の内部監査担当が、各部署の所管業務を法令、社内規程等に従い適切かつ

有効に運用されているかを監査し、その結果を社長に報告すると共に、関係部署に適切な指導を行って、業務上

の過誤による不測の事態の発生を予防するとともに業務の改善と経営効率の向上を図っております。また、内部

監査担当、監査役及び監査法人は、年間監査方針・監査計画等を三者で共有しており、会計監査の結果や業務監

査の結果の情報を交換し、監査の品質向上と効率化に努めております。 
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（２）【監査報酬の内容等】 

①【監査法人に対する報酬の内容】 

区分 
最近事業年度 

監査証明業務に基づく報酬（千円） 非監査業務に基づく報酬（千円） 

発行者 8,900 － 

計 8,900 － 

 

②【その他重要な報酬の内容】 

 該当事項はありません。 

 

③【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】 

 該当事項はありません。 

 

④【監査報酬の決定方針】 

 監査法人の監査計画における監査時間、人数計画等の内容や当社の業種・規模を勘案して報酬額の見積りの妥

当性を検討した上で決定しております。 
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第６【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

(1）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づい

て作成しております。 

(2）当社の財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施行規

則」第116条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して作成しております。 

 

２．監査証明について 

(1）当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第３項の規

定に基づき、当社の当事業年度（2025年１月１日から2025年12月31日まで）の財務諸表について、ふじみ監査法人

の監査を受けております。 

 

３．連結財務諸表について 
 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 
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【財務諸表等】 

（１）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  （単位：千円）

 
前事業年度 

（2024年12月31日） 
当事業年度 

（2025年12月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 440,118 478,486 

受取手形 8,851 11,816 

売掛金 146,033 148,446 

商品 122,719 112,473 

貯蔵品 1,034 118 

前払費用 9,506 13,141 

未収還付法人税等 19,212 - 

その他 6,350 7,155 

貸倒引当金 △418 △131 

流動資産合計 753,408 771,506 

固定資産   

有形固定資産 ※ 24,000 ※ 26,092 

無形固定資産 3,085 1,804 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 20,194 18,285 

保険積立金 30,921 34,357 

繰延税金資産 9,541 5,177 

その他 187 384 

投資その他の資産合計 60,845 58,203 

固定資産合計 87,931 86,100 

資産合計 841,339 857,607 

負債の部   

流動負債   

買掛金 188,767 136,823 

未払金 68,966 74,411 

1年内返済予定の長期借入金 30,000 30,000 

未払法人税等 100 24,334 

未払消費税等 - 22,338 

契約負債 16,881 16,245 

前受金 26,658 28,818 

賞与引当金 8,891 9,987 

役員賞与引当金 7,200 11,200 

預り金 14,974 18,401 

その他 5,741 5,647 

流動負債合計 368,182 378,208 

固定負債   

長期借入金 75,000 45,000 

役員退職慰労引当金 267,259 281,267 

固定負債合計 342,259 326,267 

負債合計 710,441 704,475 
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  （単位：千円）

 
前事業年度 

（2024年12月31日） 
当事業年度 

（2025年12月31日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 43,000 43,000 

資本剰余金   

資本準備金 17,000 17,000 

資本剰余金合計 17,000 17,000 

利益剰余金   

利益準備金 2,043 2,043 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 68,853 91,087 

利益剰余金合計 70,897 93,131 

株主資本合計 130,897 153,131 

純資産合計 130,897 153,131 

負債純資産合計 841,339 857,607 
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②【損益計算書】 

  （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 2024年１月１日 
至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年１月１日 
至 2025年12月31日） 

売上高 ※１ 2,153,383 ※１ 2,238,696 

売上原価   

期首商品棚卸高 114,655 122,719 

当期商品仕入高 1,043,561 941,963 

合計 1,158,216 1,064,683 

期末商品棚卸高 122,719 112,473 

商品売上原価 1,035,496 952,210 

売上総利益 1,117,887 1,286,486 

販売費及び一般管理費 ※２ 1,200,398 ※２ 1,241,807 

営業利益又は営業損失（△） △82,511 44,678 

営業外収益   

受取利息 52 627 

受取配当金 1 1 

助成金収入 2,223 8,620 

債務免除益 295 ― 

債務勘定整理益 ― 1,864 

その他 39 857 

営業外収益合計 2,611 11,970 

営業外費用   

支払利息 851 951 

支払手数料 440 ― 

控除対象外消費税等 ― 367 

その他 19 2 

営業外費用合計 1,310 1,320 

経常利益又は経常損失（△） △81,209 55,328 

特別利益   

 固定資産売却益 ※３  163 ― 

 特別利益合計 163 ― 

特別損失   

固定資産除却損 ※４   0 ― 

特別損失合計 0 ― 

税引前当期純利益又は当期純損失（△） △81,046 55,328 

法人税、住民税及び事業税 208 24,430 

法人税等還付税額 △10,812 - 

法人税等調整額 △6,875 4,364 

法人税等合計 △17,479 28,795 

当期純利益又は当期純損失（△） △63,566 26,533 
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③【株主資本等変動計算書】 

      前事業年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） 

（単位：千円）
 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 純資産合計 
資本準備金 

資本剰余金

合計 
利益準備金 

その他 

利益剰余金 利益剰余金

合計 繰越 

利益剰余金 

当期首残高 43,000 17,000 17,000 2,043 136,720 138,764 198,764 198,764 

当期変動額 
        

剰余金の配当 
    

△4,300 △4,300 △4,300 △4,300 

当期純損失 
    

△63,566 △63,566 △63,566 △63,566 

当期変動額合計 ― ― ― ― △67,866 △67,866 △67,866 △67,866 

当期末残高 43,000 17,000 17,000 2,043 68,853 70,897 130,897 130,897 

 

 当事業年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） 

（単位：千円）
 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 純資産合計 
資本準備金 

資本剰余金

合計 
利益準備金 

その他 

利益剰余金 利益剰余金

合計 繰越 

利益剰余金 

当期首残高 43,000 17,000 17,000 2,043 68,853 70,897 130,897 130,897 

当期変動額 
        

剰余金の配当 
    

△4,300 △4,300 △4,300 △4,300 

当期純利益 
    

26,533 26,533 26,533 26,533 

当期変動額合計 ― ― ― ― 22,233 22,233 22,233 22,233 

当期末残高 43,000 17,000 17,000 2,043 91,087 93,131 153,131 153,131 
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④【キャッシュ・フロー計算書】 

  （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 2024年１月１日 
至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年１月１日 
至 2025年12月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △81,046 55,328 

減価償却費 5,318 6,076 

敷金償却 2,049 2,049 

固定資産売却益 △163 - 

固定資産除却損 0 - 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 301 △286 

賞与引当金の増減額(△は減少) 2,230 1,095 

役員賞与引当金の増減額(△は減少) 800 4,000 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 13,659 14,008 

受取利息及び受取配当金 △53 △628 

支払利息 851 951 

助成金収入 △2,223 △8,620 

売上債権の増減額（△は増加） 1,108 △5,378 

棚卸資産の増減額（△は増加） △9,028 11,162 

前払費用の増減額(△は増加) 507 △3,643 

仕入債務の増減額（△は減少） 43,763 △51,944 

未払金の増減額（△は減少） 22,559 5,610 

その他の資産の増減額（△は増加） △2,590 △801 

その他の負債の増減額（△は減少） △2,519 27,195 

小計 △4,475 56,175 

利息及び配当金の受取額 45 532 

利息の支払額 △864 △943 

助成金の受取額 2,223 8,620 

法人税等の支払額 △8,583 △100 

法人税等の還付額 5,090 19,212 

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,565 83,497 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △604 △605 

定期預金の払戻による収入 604 604 

有形固定資産の取得による支出 △3,356 △7,053 

有形固定資産の売却による収入 163 - 

無形固定資産の取得による支出 △1,050 - 

保険積立金の積立による支出 △3,435 △3,435 

敷金及び保証金の差入による支出 △80 △140 

出資金の払戻による収入 2,500 - 

出資金の払込による支出 - △200 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,258 △10,829 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △30,000 △30,000 

配当金の支払額 △4,300 △4,300 

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,300 △34,300 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △46,123 38,367 

現金及び現金同等物の期首残高 485,637 439,513 

現金及び現金同等物の期末残高 439,513 477,880 
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【注記事項】 

（重要な会計方針） 

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 先入先出法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物附属設備 ：10年～18年 

車両及び運搬具：６年 

工具器具備品 ：２年～10年 

 

(2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づいております。 

 

３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 

(2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備え、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。 

 

(3）役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に備え、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。 

 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備え、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 

(1）無線通信機器販売事業 

 顧客との販売契約に基づき無線通信機器の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は、機器

の納品を行った時点で充足されるものであり、当該機器納品時点において収益を計上しております。 

 

(2）無線通信機器レンタル事業 

 顧客とのレンタル契約に基づき無線通信機器レンタルを行う義務を負っております。 

 レンタルに含まれるリース収益等については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）

に基づき、収益を認識しております。 

 

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。 
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（重要な会計上の見積り） 

繰延税金資産の回収可能性 

(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額 

（単位：千円）
 

 前事業年度 当事業年度 

繰延税金資産 9,541 5,177 

 

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

 繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。

課税所得の見積りは過去の推移や将来の事業計画を基礎として慎重に検討し計上しておりますが、市場環境

等の変化により前提条件が変更された場合には繰延税金資産の回収可能性に重要な影響を与える可能性があ

ります。 

 

(未適用の会計基準等) 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日 企業会計基準委員会） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日 企業会計基準委員

会）等 

(1)概要 

  企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の 

 全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準 

 を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、 

 IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性 

 が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリ 

 ース会計基準等が公表されました。 

  借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファ 

 イナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権 

 資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 

(2)適用予定日 

  2028年12月期の期首から適用します。 

(3)当該会計基準等の適用による影響 

 「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま 

 す。 

（貸借対照表関係） 

※ 有形固定資産より控除されている減価償却累計額は、次のとおりであります。 

 
前事業年度 

（2024年12月31日） 
当事業年度 

（2025年12月31日） 

有形固定資産の減価償却累計額 8,161千円 12,574千円 
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（損益計算書関係） 

※１．顧客との契約から生じる収益 

 売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。 

 顧客との契約から生じる収益の金額は、「注記事項（収益認識関係） １．顧客との契約から生じる収

益を分解した情報」に記載しております。 

 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度38.3％、当事業年度34.9％、一般管理費に属する費

用のおおよその割合は前事業年度61.7％、当事業年度65.1％であります。 

 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 2024年１月１日 
至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年１月１日 
至 2025年12月31日） 

給与手当 223,269千円 218,045千円 

消耗品費 336,153千円 302,063千円 

広告宣伝費 88,981千円 92,470千円 

通信費 176,490千円 216,471千円 

賞与引当金繰入額 8,891千円 9,987千円 

役員賞与引当金繰入額 7,200千円 11,200千円 

役員退職慰労引当金繰入額 13,659千円 14,008千円 

減価償却費 5,318千円 6,076千円 

貸倒引当金繰入額及び貸倒損失 314千円 531千円 

 

 

 

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 2024年１月１日 
至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年１月１日 
至 2025年12月31日） 

車両運搬具 163千円 ― 

 

 

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 2024年１月１日 
至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年１月１日 
至 2025年12月31日） 

工具器具備品 ０千円 ― 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
当事業年度期首株
式数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式     

普通株式 172,000 ― ― 172,000 

合計 172,000 ― ― 172,000 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

2024年３月28日 

定時株主総会 
普通株式 4,300 25 2023年12月31日 2024年３月29日 

 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

2025年３月27日 

定時株主総会 
普通株式 4,300 利益剰余金 25 2024年12月31日 2025年３月28日 

 

当事業年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
当事業年度期首株
式数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式     

普通株式 172,000 ― ― 172,000 

合計 172,000 ― ― 172,000 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

2025年３月27日 

定時株主総会 
普通株式 4,300 25 2024年12月31日 2025年３月28日 
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(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

2026年３月27日 

定時株主総会 
普通株式 4,300 利益剰余金 25 2025年12月31日 2026年３月31日 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおりであり

ます。 

 
前事業年度 

（自 2024年１月１日 
至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年１月１日 
至 2025年12月31日） 

現金及び預金 440,118千円 478,486千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △604 △605 

現金及び現金同等物 439,513 477,880 
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（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針 

 当社は、資金計画に基づき、必要な資金を主に銀行借入によって調達しております。余資の運用につ

いては、短期的な預金等に限定し、デリバティブ取引は行わない方針であります。 

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 営業債権である売掛金及び受取手形は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクにつきま

しては取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や

軽減を図っております。営業債務である買掛金及び未払金、未払法人税等、未払消費税等は、そのほと

んどが１年以内の支払期日であります。これらの営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社

では、資金繰計画や支払予定表を作成するなどの方法により管理しております。長期借入金は、運転資

金の調達を目的として銀行から融資を受けたものであり、変動金利による借入は、金利変動リスクに晒

されております。当該リスクに関しては経理部が支払金利の変動をモニタリングし、金利変動リスクの

早期把握を図っております。 

 

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

前事業年度（2024年12月31日） 

 
貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 105,000 105,015 15 

負債計 105,000 105,015 15 

 （※１） 「現金及び預金」、「売掛金」、「受取手形」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」につい

ては、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略してお

ります。 

 

当事業年度（2025年12月31日） 

 
貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 75,000 75,008 8 

負債計 75,000 75,008 8 

 （※１） 「現金及び預金」、「売掛金」、「受取手形」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」につい

ては、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略してお

ります。 
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（注）１．借入金の決算日後の返済予定額 

前事業年度（2024年12月31日） 

 
１年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

長期借入金（１年内返済

予定を含む） 
30,000 30,000 30,000 15,000 - － 

合計 30,000 30,000 30,000 15,000 - － 

 

当事業年度（2025年12月31日） 

 
１年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

長期借入金（１年内返済

予定を含む） 
30,000 30,000 15,000 - - － 

合計 30,000 30,000 15,000 - - － 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価の算定に重要な影

響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し

ております。 

 

(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品 

 該当事項はありません。 

 

(2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

前事業年度（2024年12月31日） 
 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金（１年内返済予定を含む） － 105,015 － 105,015 

負債計 － 105,015 － 105,015 

 

当事業年度（2025年12月31日） 
 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金（１年内返済予定を含む） － 75,008 － 75,008 

負債計 － 75,008 － 75,008 

 （注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

長期借入金 

長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値

により算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。
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（ストック・オプション等関係） 

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名 

 該当事項はありません。 

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 第１回新株予約権 

決議年月日 2023年１月24日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 ３名 

当社従業員 29名 

株式の種類別のストック・オプションの

数（注）１ 

普通株式 

25,600株 

付与日 2023年１月24日 

権利確定条件 （注）２ 

対象勤務期間 対象勤務期間は定めておりません。 

権利行使期間 
2025年１月24日から 

2033年１月23日 

 （注）１．株式数に換算して記載しております。なお、2023年12月５日付株式分割（普通株式１株につき200株の割

合）による分割後の株式数に換算して記載しております。 

２．「第５【発行者の状況】 １【株式等の状況】 (2）【新株予約権等の状況】」に記載のとおりであります。 

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度（2025年12月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプシ

ョンの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 第１回新株予約権 

権利確定前（株）  

前事業年度末 23,400 

付与 ― 

失効 2,400 

権利確定 ― 

未確定残 21,000 

権利確定後（株）  

前事業年度末 ― 

権利確定 ― 

権利行使 ― 

失効 － 

未確定残 － 

 （注） 2023年12月５日付株式分割（普通株式１株につき200株の割合）による分割後の株式数に換算して記載してお

ります。 
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② 単価情報 

 第１回新株予約権 

権利行使価格（円） 1,750 

行使時平均株価（円） － 

付与日における公正な評価単価（円） － 

 （注） 2023年12月５日付株式分割（普通株式１株につき200株の割合）による分割後の価格に換算して記載しており

ます。 

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 ストック・オプション付与日時点において、当社が未公開企業であるため、ストック・オプションの公

正な評価単価の見積方法を単位あたりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源

的価値の算定基礎となる当社の株式価値は、DCF法により算出しております。 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を

採用しております。 

 

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合に当事業年度末における本源的

価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的

価値の合計額 

(1）当事業年度末における本源的価値の合計額 10,017千円

(2）当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 －千円
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（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前事業年度 

（2024年12月31日） 

 
 

当事業年度 
（2025年12月31日） 

繰延税金資産 

賞与引当金 3,075千円 3,454千円

未払事業税 -  909 

役員退職慰労引当金 92,445  99,653 

未払金 681  812 

敷金（資産除去債務） 1,004  1,754 

税務上の繰越欠損金（注） 6,702  - 

繰延税金資産小計 103,908  106,584 

  税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 ―  ― 

  将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △93,449  △101,407 

評価性引当額小計 △93,449  △101,407 

繰延税金資産合計 10,459  5,177 

繰延税金負債    

未収事業税 917  - 

繰延税金負債合計 917  - 

繰延税金資産純額 9,541千円 5,177千円

 

       （注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

前事業年度（2024年12月31日） 

 
1年以内

（千円） 

1年超2年以内

（千円） 

2年超3年以内

（千円） 

3年超4年以内

（千円） 

4年超5年以内

（千円） 

5年超

（千円） 

合計 

（千円） 

税務上の繰越

欠損金（※1） 
― ― ― ― ― 6,702 6,702 

評価性引当額 ― ― ― ― ― ― ― 

繰延税金資産 ― ― ― ― ― 6,702 
（※２） 

6,702 

（※1） 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

（※2） 税務上の繰越欠損金について、将来の課税所得の見込みにより全額回収可能と判断しております。 

 

当事業年度（2025年12月31日） 

 該当事項はありません。 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

 
前事業年度 

（2024年12月31日） 

 
当事業年度 

（2025年12月31日） 

法定実効税率 -％  34.6％ 

（調整）    

住民税均等割 -  0.4％ 

評価性引当額の増減 -  10.0％ 

役員賞与等永久に損金に参入されない項目 -  7.0％ 

中小法人軽減税率の影響 -  △1.4％ 

その他 -  1.5％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 -  52.0％ 

      （注）前事業年度は、税引前当期純損失のため注記を省略しております。 

 

      ３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに 

       伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりまし 
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       た。これに伴い、2027年1月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金 

       資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.6％から35.4％に変更し計算しております。 

       なお、この税率変更により、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。 

 

（資産除去債務関係） 

前事業年度（自2024年１月１日 至2024年12月31日） 

 当社は、事務所等での不動産賃借契約書に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務とし

て認識しております。 

 なお、賃借契約に関連する敷金が資産計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不

動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年

度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。 

 

当事業年度（自2025年１月１日 至2025年12月31日） 

 当社は、事務所等での不動産賃借契約書に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務とし

て認識しております。 

 なお、賃借契約に関連する敷金が資産計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不

動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年

度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。 

 

（収益認識関係） 

１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

 当社の事業セグメントは、無線通信機器販売レンタル事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生

じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。 

（単位：千円）
 

 前事業年度 当事業年度 

無線通信機器販売売上 1,341,747 1,217,385 

顧客との契約から生じる収益 1,341,747 1,217,385 

その他の収益 811,636 1,021,311 

外部顧客への売上高 2,153,383 2,238,696 

 （注） 「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づき認識したレンタル収益であります。 

 

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

 （重要な会計方針）「４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 

３. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関

する情報 

(1）契約資産及び契約負債の残高等 

 顧客との契約から生じる債権は、受取手形、売掛金であり、残高は貸借対照表において区分表示してい

るため、記載を省略しております。契約負債については、残高は貸借対照表において区分表示しており、

重要な変動も発生していないため、記載を省略しております。 

 

(2）残存履行義務に配分した取引価格 

 当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義

務に関する情報の記載を省略しております。 
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

 当社は無線通信機器販売レンタル事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。 

 

【関連情報】 

前事業年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

 

(2）有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が損益計算書の売上高の10％に満たないため、主

要な顧客ごとの情報の記載を省略しております。 

 

当事業年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

 

(2）有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が損益計算書の売上高の10％に満たないため、主

要な顧客ごとの情報の記載を省略しております。 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

 該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

 該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

 該当事項はありません。 
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【関連当事者情報】 

１．関連当事者との取引 

前事業年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） 

 重要性が乏しいことから記載を省略しております。 

 

当事業年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） 

 重要性が乏しいことから記載を省略しております。 

（１株当たり情報） 

 
前事業年度 

(自  2024年１月１日 
至  2024年12月31日) 

当事業年度 
(自 2025年１月１日 
至  2025年12月31日) 

１株当たり純資産額 761円03銭 890円30銭 

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期

純損失（△） 
△369円57銭 154円26銭 

 （注)１.2024年12月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当 

     期純損失であるため、記載しておりません。 

    ２.2025年12月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの当社株式は売買 

     実績がなく期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

 

    ３．１株当たり当期純利益又は当期純損失 （△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前事業年度 

(自  2024年１月１日 

至  2024年12月31日) 

当事業年度 

(自 2025年１月１日 

至  2025年12月31日) 

１株当たり当期純利益又は当期純損失 

（△） 
  

当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △63,566 26,533 

普通株主に帰属しない金額（千円） - - 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）(千円) 
△63,566 26,533 

普通株式の期中平均株式数（株） 172,000 172,000 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権１種類 

新株予約権の数117個 

（普通株式 23,400株） 

なお、新株予約権の概要は「第

５、発行者の状況、１ 株式等の

状況 (2）新株予約権等の状況」

に記載のとおりであります。 

新株予約権１種類 

新株予約権の数105個 

（普通株式 21,000株） 

なお、新株予約権の概要は「第

５、発行者の状況、１ 株式等の

状況 (2）新株予約権等の状況」

に記載のとおりであります。 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 該当事項はありません。 

【有形固定資産等明細表】 

資産の種類 
当期首残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 

（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産        

建物附属設備 18,783 ― ― 18,783 3,155 1,305 15,628 

工具器具備品 12,810 6,887 ― 19,697 9,420 3,107 10,277 

一括償却資産 1,142 ― 583 558 372 380 186 

有形固定資産計 32,736 6,887 583 39,038 12,947 4,792 26,092 

無形固定資産        

ソフトウェア 8,081 ― 2,854 5,227 3,422 1,281 1,804 

その他 0 ― ― 0 0 ― 0 

無形固定資産計 8,081 ― 2,854 5,227 3,422 1,281 1,804 

長期前払費用 3 ― 3 ― ― ― ― 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

区分 
当期首残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

１年以内に返済予定の長期借入金 30,000 30,000 1.0817 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除

く） 
75,000 45,000 1.0815 

2027年１月～ 

2028年６月 

合計 105,000 75,000 － － 

 （注）１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。 

区分 
１年超２年以内 

（千円） 
２年超３年以内 

（千円） 
３年超４年以内 

（千円） 
４年超５年以内 

（千円） 

長期借入金 30,000 15,000 - - 



- 49 - 

 

【引当金明細表】 

科目 
当期首残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 418 131 418 131 

役員賞与引当金 7,200 11,200 7,200 11,200 

賞与引当金 8,891 9,987 8,891 9,987 

役員退職慰労引当金 267,259 14,008 ― 281,267 

【資産除去債務明細表】 

 資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金

額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項は

ありません。 
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（２）【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

イ．現金及び預金 

区分 金額（千円） 

現金 351 

預金  

普通預金 477,529 

定期預金 605 

小計 478,134 

合計 478,486 

 

ロ．受取手形 

相手先別内訳 

相手先 金額（千円） 

株式会社仙台銘板 6,840 

株式会社アクティオ 2,896 

藤本科学株式会社 1,651 

ダイコー通産株式会社 428 

合計 11,816 

 

期日別内訳 

期日別 金額（千円） 

2026年１月 4,624 

2026年２月 3,190 

2026年３月 1,141 

2026年４月 1,207 

2026年５月 1,653 

合計 11,816 
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ハ．売掛金 

相手先別内訳 

相手先 金額（千円） 

株式会社東横イン 8,641 

アイコム株式会社 5,600 

日本ステージ株式会社 5,029 

医療法人社団桐和会 4,154 

ひまわりネットワーク株式会社 3,761 

その他 121,261 

合計 148,446 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

当期首残高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 

 
(C) 

(A) ＋ (B) 
  

× 100 

 
 (A) ＋ (D)  
 ２  
 (B)  
 365  

146,033 2,618,614 2,616,291 148,446 95 20 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

 

ニ．商品 

区分 金額（千円） 

無線機器等 112,473 

合計 112,473 
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② 流動負債 

イ．買掛金 

相手先別内訳 

相手先 金額（千円） 

アイコム株式会社 38,109 

アルインコ株式会社 26,526 

八重洲無塩株式会社 15,177 

株式会社CSR 14,298 

田中電気株式会社 7,434 

その他 35,276 

合計 136,823 

 

ロ．未払金 

区分 金額（千円） 

アイコム株式会社 42,752 

社会保険料 2,985 

ヤマト運輸 2,433 

その他 26,241 

合計 74,411 

 

ハ．契約負債 

相手先 金額（千円） 

友和商工株式会社 1,455 

藤産商株式会社 803 

山田 真治 790 

その他 13,196 

合計 16,245 

 

③ 固定負債 

長期借入金 

相手先 金額（千円） 

三井住友銀行 49,900(20,040)

朝日信用金庫 25,100 (9,960)

合計 75,000(30,000)

 （注） （ ）内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。 

（３）【その他】 

 該当事項はありません。 
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第７【外国為替相場の推移】 
    該当事項はありません。
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第８【発行者の株式事務の概要】 

事業年度 毎年１月１日から12月31日まで 

定時株主総会 毎事業年度末日から３ヶ月以内 

基準日 毎年12月31日 

株券の種類 ― 

剰余金の配当の基準日 毎年６月30日、毎年12月31日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え（注）１  

取扱場所 ― 

株主名簿管理人 ― 

取次所 ― 

名義書換手数料 ― 

新券交付手数料 ― 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

取次所 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

買取手数料 無料 

公告掲載方法 

当社の公告方法は、電子公告としております。 

ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない

ときは、日本経済新聞に掲載して行うこととしております。 

当社の公告掲載ＵＲＬは次のとおりです。 

https://www.exseli.com/ 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

 （注） 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないと

定款に定めております。 

(1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

(2）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

(3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 
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第二部【特別情報】 

第１【外部専門家の同意】 
   該当事項はありません。 
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